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EEGSの使い方6-1



EEGSを使うメリット

• 複数の事業所から同時の入力が可能

• 提出前にシステムチェックが入るため、報告内容のミスを抑制

• 過去に提出した報告書の内容を確認可能

• 活動量を入力すると、自動で最新の係数で排出量を計算

• ブラウザからアクセス可能

EEGS：省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム

6-1 EEGSを使うには

EEGSでは、省エネ法・温対法・フロン法の報告書の作成から提出までを
ワンストップで行うことが可能です。

ログインIDがない場合：https://eegs.env.go.jp/eegs-portal/

ログインIDがある場合：https://eegs.env.go.jp/eegs-report/login

https://eegs.env.go.jp/eegs-request/
https://eegs.env.go.jp/eegs-request/
https://eegs.env.go.jp/eegs-request/
https://eegs.env.go.jp/eegs-report/login
https://eegs.env.go.jp/eegs-report/login
https://eegs.env.go.jp/eegs-report/login


アカウントの登録方法

6-1 EEGSを使うには

◆ EEGSをはじめて利用する場合、ログインIDの発行が必要です。

ステップ1. EEGSの利用を申請する

ステップ2. EEGSのログインIDを発行する

制度所管省庁より郵送されたアクセスキーを入力して、EEGSのログインIDを発行。

利用の申請（ログインIDの申請）を、書面（郵送）またはシステム（GビズID）を用いて実施。

申請受理後に、制度所管省庁（環境省・経済産業省）からEEGSの「アクセスキー」が郵送される。

※GビズIDは、全ての法人または個人事業主が利用することが可能です。

GビズIDのご利用方法についてはこちらのリンクをご参照ください。 https://gbiz-id.go.jp/top/



報告様式、報告内容6-2



温室効果ガスの種類 算定対象者 対象となる条件の概要 報告様式

エネルギー起源CO2

特定事業所排出者
省エネ法で指定・認定されている
または エネルギー使用量が
原油換算1,500kl以上

省エネ法
定期報告書

特定輸送排出者 省エネ法で指定・認定されている

エネルギー起源CO2以外の

温室効果ガス（6.5ガス）
特定事業所排出者

従業員21人以上 かつ
対象となる各ガスの
排出量が3,000tCO2/年以上
（ガスごとに報告要否を判定）

温対法
様式第１

温室効果ガス排出量の報告

6-2 報告様式、報告内容

◆ガスの種類や事業者の種類により、報告に用いる様式は異なる



省エネ法定期報告書（例：特定－第１3表）

6-2 報告様式、報告内容



省エネ法定期報告書（例：特定－第13表 １）

6-2 報告様式、報告内容



省エネ法定期報告書（例：特定－第13表 4の４）

6-2 報告様式、報告内容



省エネ法定期報告書（例：特定－第１3表 6の2）

6-2 報告様式、報告内容



温対法様式第１ 表紙

6-2 報告様式、報告内容



温対法様式第１ 表紙

6-2 報告様式、報告内容



温対法様式第１ 第1表

6-2 報告様式、報告内容



報告事項（必須事項 1/2）

【1】特定事業所排出者全体の主な報告事項

6-2 報告様式、報告内容

変更されている可能性があるので、詳細は最新の様式や
算定・報告マニュアルを参照ください。

1. 事業者名、住所、代表者氏名、常時使用される従業員の数、特定排出者コード等

2.事業内容とその事業（業種）ごとの事業コード

3.ガス別等の温室効果ガス算定排出量（基礎排出量）（事業者の合計及び事業ごとの内訳）

4.調整後温室効果ガス排出量（調整後排出量）

5.使用した都市ガス・電気・熱の基礎排出係数及び調整後排出係数の説明

6.独自の算定方法又は排出係数の説明

7.排出量の算定に用いた国内認証排出削減量・海外認証排出削減量、非化石電源二酸化炭素削減相当量

8.排出量の算定に係る情報（使用したクレジットの識別番号、移転日等）

9.大気中に排出せずに回収し、燃料の製造に使用した二酸化炭素の量と情報

10.森林等炭素蓄積変化量に関する情報

11.その他様式で定める事項



報告事項（必須事項 2/2）

【2】特定事業所ごとの報告事項

6-2 報告様式、報告内容

※特定事業所を有する場合のみ報告

変更されている可能性があるので、詳細は最新の様式や
算定・報告マニュアルを参照ください。

1. 特定事業所の名称及び所在地

2.特定事業所において行われる事業

3.ガス別の温室効果ガス算定排出量（基礎排出量）

4.独自の算定方法又は係数の説明

5.使用した都市ガス・電気・熱の排出係数（基礎排出係数）の説明

6.その他様式で定める事項



任意報告の記載事項

◆温対法報告様式第1の2（任意）

– 権利利益の保護の請求を行う場合に提出

◆温対法報告様式第2（任意）

– 排出量の増減状況その他の関連情報について提供する場合に提出

6-2 報告様式、報告内容



権利利益保護に係る請求（温対法様式第1の２）

◆特定排出者は、報告した排出量情報が公表・開示されることにより、

権利利益が害されるおそれがあると考えるときに、権利利益の保護に

ついて、事業所管大臣に対し請求することができる。

◆事業所管大臣は、権利利益の侵害についての審査を行い、請求を認めた

場合には、合計量のみを通知するなど、排出量情報が逆算されない形で

環境大臣及び経済産業大臣(制度所管大臣)に通知する。

6-2 報告様式、報告内容



6-2 報告様式、報告内容

権利利益保護に係る請求（温対法様式第1の２）



6-2 報告様式、報告内容

権利利益保護に係る請求（温対法様式第1の２）



関連情報の提供（温対法様式第２）

◆温室効果ガスの排出量に加えて、特定排出者が希望する場合には排出量

の増減状況その他の関連情報についても併せて提供することができる。

6-2 報告様式、報告内容

◆関連情報としては、次の情報のいずれか又は両方を提供できる。

1. 特定排出者全体に係る情報（事業者ごとに1枚提出可）

2. 特定事業所のみに係る情報（特定事業所ごとに1枚提出可

各主体の自主的な排出抑制対策の展開、

排出の状況に対する国民各界各層の理解の一層の促進を期待。



関連情報の提供（温対法様式第２）

6-2 報告様式、報告内容



関連情報の提供（温対法様式第２）

6-2 報告様式、報告内容



関連情報の提供（温対法様式第２）

6-2 報告様式、報告内容



関連情報の提供（温対法様式第２）

6-2 報告様式、報告内容



関連情報の提供（温対法様式第２）

6-2 報告様式、報告内容



関連情報の提供（温対法様式第２）

6-2 報告様式、報告内容



関連情報の提供（温対法様式第２）

6-2 報告様式、報告内容



関連情報の提供（温対法様式第２）

6-2 報告様式、報告内容



関連情報の提供（温対法様式第２）

6-2 報告様式、報告内容



関連情報の提供（温対法様式第２）

6-2 報告様式、報告内容



関連情報の提供（温対法様式第２）

6-2 報告様式、報告内容



特定排出者コードの検索

6-2 報告様式、報告内容

◆事業者を識別するための特定排出者コード

（省エネ法では特定排出者番号）は左の検索ペ

ージで検索方法を確認してください。

◆昨年度までに報告されていた事業者の番号に

変更はありません。

◆検索できない場合は、GVCヘルプデスクへ

お問い合わせください。

特定排出者コード 検索



報告期限､提出先､提出方法等6-3



報告期限

6-3 報告期限､提出先､提出方法等

毎年度7月末日までに報告

特定事業所排出者

特定輸送排出者

毎年度6月末日までに報告



提出先

◆特定排出者が行う事業を所管する大臣あてに報告

◆2以上の事業を行う者は事業を所管する全ての大臣に報告書を提出

（同じ報告書を複数の事業所管大臣に提出）

6-3 報告期限､提出先､提出方法等

※省エネ法定期報告書については、経済産業大臣及び事業所管大臣の両方に提出

   （荷主を除く特定輸送排出者は、国土交通大臣に提出）

※財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び

   環境大臣が事業所管大臣の場合は、地方支分部局の長あてに報告

※地方公共団体（首長部局）については、経済産業大臣・環境大臣に提出



罰則

6-3 報告期限､提出先､提出方法等

◆報告をせず、又は虚偽の報告をした場合

◆20万円以下の過料の罰則

※省エネ法の報告義務違反が適用される場合

◆50万円以下の罰金



省エネ法の定期報告との関係

6-3 報告期限､提出先､提出方法等

排出量の報告に係る負担を回避する観点から、以下のとおり、
省エネ法定期報告書との併用を認めている。

02 エネルギー起源CO2以外の温室効果ガス(6.5ガス)の排出量のみを報告する場合

◆ 温対法報告書（温対法様式第1）を提出する。

03 エネルギー起源CO2及び6.5ガスの両方の排出量を報告する場合

◆ 省エネ法定期報告書 及び 温対法報告書を提出する。

01 エネルギー起源CO2の排出量のみを報告する場合

◆ 省エネ法定期報告書を使用して報告すれば、温対法の報告とみなす。（温対法報告書の提出は不要）



排出量の公表方法07



集計結果の公表

07 排出量の公表方法

◆ 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度 フロン類算定漏えい量報告・公表制度ウェブサイト
URL：https://eegs.env.go.jp/ghg-santeikohyo-result/ 

◆ 令和２年度分以前は、制度ホームぺージにてレポート形式で公表
（事業者別・業種別・都道府県別の集計表データも併せて公表）

公表場所

公表内容

◆ 事業者（事業所）別排出量や削減対策等の関連情報

◆ ガス別・業種別・所在地別の集計結果
※CSV形式での集計結果のダウンロードも可能



◆ 最新の制度

◆ 制度改定に向けた議論の状況報告

◆ 詳細な算定・報告マニュアル

算定報告公表制度 検索

算定・報告・公表制度Webサイト



◆ 略称：GVCヘルプデスク

GVCヘルプデスク 検索

お問い合わせ

グリーン・バリューチェーンヘルプデスク
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